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「諮問を要しない軽微な事項について」の改正

2

① ネットワーク管理方針に定める通信量に関する基準(※)を緩和する約款変更

※上記基準は、現時点では以下を想定。
・回線当たりの利用帯域の上限
・「設定パターン」（通信宛先アドレス（利用事業者）と１回線当たりの利用帯域の組み合わせ）数の上限

② 接続料が設置場所（相互接続地点）ごとに設定される関門系ルータ交換機能(※)について、新たな設置場所を追加
する約款変更（接続料の設定方式に変更なし）

※今回の申請案ではIPoE接続が該当

○ 電気通信事業法第33条第２項の規定に基づく接続約款の変更の認可申請は、同法第169条第１号の規定に基
づき、情報通信行政・郵政行政審議会の必要的諮問事項となっているが、同条の規定により、同審議会が認めた
軽微な事項については、諮問を要しないこととされている。

○ 今般、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令（平成30年総務省令第６号）の施行に伴い接続約款
に新たに記載されることとなる内容に関する次の２点の変更については、参入機会を拡大するため接続事業者の
要望により柔軟に行われることが想定されるとともに、接続料・接続条件の考え方に変更を伴わない定型的なも
のであることから、あらかじめ軽微な事項として定めることとしたい。

規定案：電気通信事業法施行規則第23条の４第２項第10号の２に規定する通信量に関する基準（通信の宛先の
数に関する基準を含む。）を緩和するもの

規定案：第一種指定電気通信設備接続料規則第４条の表５の項に規定する関門系ルータ交換機能のうち設置場
所ごとに接続料が設定されているものについて、新たな設置場所を追加するため、これまでと同一の方式
で接続料を設定するもの



（参考）ＮＧＮのネットワーク管理方針のルール化

○ 一部の通信を優先して伝送できるNTT東日本・西日本のNGN（次世代ネットワーク）の優先パケット関係の機能に関し、次
のとおり措置。（電気通信事業法施行規則等の一部改正（平成30年総務省令第６号））

・NTT東日本・西日本がネットワーク管理を行うための方針を約款記載事項（認可事項）とする。
優先して取り扱う通信量に関する基準についても、ネットワーク管理方針に含むものとする。

・ネットワーク管理方針は、①通信の秘密の確保に支障がないこと、②利用者、電気通信事業者に対して不当な差別的取扱い
を行わないとすること、③その他通信の内容により不当な差別的取扱いを行わないとすること（コンテンツやアプリケーション等により

トラヒックを不当に差別的に扱わないこと。）の３要件を満たすものとする。

・優先パケット機能の利用に当たりNTT東日本・西日本が他事業者に求める情報提供について、①情報の範囲、②情報の提
供を求める手続を約款記載事項とする。

【NGNの優先パケット関係機能の概要】
（優先通信を制御するイメージ）

優先パケットの識別
（収容ルータ）

・
・
・

設定情報
------------------------------------

事業者C

設定情報
------------------------------------

事業者B

設定情報
------------------------------------

事業者A

OK

設定情報
------------------------------------

事業者C

設定情報
------------------------------------

事業者B

設定情報
------------------------------------

事業者A

設定情報
------------------------------------

事業者C

設定情報
------------------------------------

事業者B

設定情報
------------------------------------

事業者A

OK OK

設定情報
------------------------------------

事業者C

設定情報
------------------------------------

事業者B

設定情報
------------------------------------

事業者A

NG

優先契約
有ユーザ
（優先は
１台のみ）

1台のみOK

OK

マークダウン

マークダウン

優先パケットの転送

優先契約
有ユーザ
（優先は
１台のみ）

優先契約
無ユーザ
（優先は

マークダウン）

優先契約
無ユーザ
（優先は

マークダウン）

収容ルータの回線毎に以下を設定
・宛先IPアドレス
・優先クラス
・利用帯域（例：1Mbps以内）
・許可／不許可（破棄・マークダウン）OK

（１）１回線当たりの利用帯域の上限
【音声通信】 ４Mbps（ファミリー・マンション） １２Mbps（ビジネス）
【データ通信】１Mbps（ファミリー・マンション） １０Mbps（ビジネス）

（２）収容ルータに設定する「設定パターン」（通信宛先アドレス

（利用事業者）と１回線当たりの利用帯域の組み合わせ）数の上限

２６パターン（ファミリー・マンション：１３パターン、ビジネス：13パターン）

【具体的な基準の内容】
（優先クラス）

（本日諮問の約款変更案に明定）
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（参考）ＮＧＮのゲートウェイルータの設置場所の追加

○ 接続事業者の要望により、NTT東日本・西日本は、平成30年度以降、NGNのIPoE接続に係るゲートウェイルータの設置
場所を順次追加する予定。

4

【IPoE接続で新たにゲートウェイルータを
設置する場所（平成30年度～）】

NGN

ONU

ゲートウェイルータ
（東京・大阪）

◎ ◎

ISP事業者

インターネット

ISP事業者 ISP事業者 ISP事業者

収容ルータ

VNE事業者VNE事業者

【IPoE方式による接続】

※平成３０年度設置（本日諮問の約款変更案に反映済み）

ゲートウェイルータ
設置場所

カバーエリア

神奈川 ※ 神奈川

千葉 ※ 千葉

埼玉 ※ 埼玉

北海道 北海道

栃木・茨城 栃木、茨城

群馬・山梨 群馬、山梨、新潟、長野

宮城・山形 青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島

兵庫 ※ 兵庫、滋賀、奈良、和歌山、富山、石川、福井

愛知 ※ 愛知、岐阜、静岡、三重

広島 ※ 広島、岡山、鳥取、島根、山口、愛媛、香川、徳島、高知

福岡 ※ 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄



参考条文
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○電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）
（第一種指定電気通信設備との接続）
第三十三条 （略）
２ 前項の規定により指定された電気通信設備（以下「第一種指定電気通信設備」という。）を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事

業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額（以下この条において「接続料」という。）及び他の電
気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件、電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別その他の接続の条件（以下「接続条件」とい
う。）について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

３～１８ （略）

（審議会等への諮問）
第百六十九条 総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。）で政令で定めるもの

に諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一 第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気

通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による適格電気通信事業者の指定、第百九条第一項の規定による交付金の額及び交付方法の認可、第
百十条第二項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可

二～四 （略）

○電気通信事業法施行規則（昭和六十年郵政省令第二十五号）
（第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準）
第二十三条の四
１・２ （略）
一～十 （略）
十の二 特定のパケットについて優先的に通信の交換等又は伝送を行う機能（以下「優先パケット機能」という。）に関する次の事項
イ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が策定するネットワーク管理の方針（優先パケット機能に係る通信量に関する基準を含む。）であつて、次の要件

を満たすもの
⑴ 通信の秘密の確保に支障がないこと。
⑵ 当該電気通信事業者の提供する電気通信役務の利用者又は当該通信を取り扱う電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行わないことを定めるものであること。
⑶ その他当該通信の内容による不当な差別的取扱いを行わないことを定めるものであること。

ロ （略）
十一・十二 （略）

３ （略）

○第一種指定電気通信設備接続料規則（平成十二年総務省令第六十四号）
（機能）

第四条 法第三十三条第四項第一号ロの総務省令で定める機能は、次の表の上欄及び中欄のとおりとし、それぞれの機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備
及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設（以下「対象設備等」という。）とする。

機 能 の 区 分 内 容 対 象 設 備
一～四 （略）
五 中継系交換機能 関門系ルータ交換機能 他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続す

る場合における当該関門系ルータにより通信の交換を行う機能
関門系ルータ

（略）
五の二～十四 （略）
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を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
報
告
規
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
等
の
状
況
の
報
告
に
よ
る
利
用
者
の
数
が
施
行
規
則
第
二

十
七
条
の
二
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
数
を
超
え
た
場
合 

 

２ 

報
告
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
の
状
況
の
報
告
に
よ
る
利
用
者
の
数
が
施
行
規
則
第
二
十
七

条
の
二
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
数
を
超
え
た
場
合 

 

七 

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
が
軽
微
な
事
項
と
し
て
個
別
に
認
定
し
た
も
の 

 
 

 


